
　短い時間ですので、できるだけ集中して後の話を考える上で
の切り口を提供できればと思います。
　私は「食と農」に関して、非常に強い思いを持っております。
雑誌『世界』（岩波書店）に、「日本再生の基軸」という題で
2 回に分けた論稿を寄稿しました。「日本再生の基軸として、
われわれの食と農に対する感受性を取り戻さなければいけな
い」ということを書いています。
　食と農の話に入る前に、我々が生きてきた「戦後」の日本を
振り返ってみたいと思います。まず、世界 GDP に占める日本の
比重ですが、1988 年に世界 GDP の 16%を占めていたものが、
30 年後、平成が終わってみたら、わずか 6% に落ち込んでい
たのです。私は、国際会議やシンポジウム等で様々な人と向き
合っていますが、彼らの中では「日本の埋没」があらゆる意味
で議論の前提になっていると感じます。
　1988 年時点では、中国、インド、ASEAN 等の日本を除い
たアジア全てを集めても、世界 GDP のシェアは 6%。当時、日
本はアジアでダントツの経済国家だったのです。
　ここで「工業生産力モデル」という言葉を確認しておきたい
のですが、戦後の日本は工業生産力で外貨を稼ごうとして、鉄
鋼、エレクトロニクス、自動車産業の最も際立っていた時期が
1980 年代後半でした。復興から高度成長を経て、工業生産力
モデルの優等生として胸を張っていたころです。
　ところが、平成が終わってみたら、日本を除くアジアの GDP
は世界 23% の比重になり、日本の 4 倍にもなっていたのです。
GDP が経済指標の全てではないですが、これは言わば付加価
値の総和ですから、日本の国民が知恵を出し、額に汗してつく
り出した付加価値の総和が、世界に占める比重は 16% から
6%にまで落ち込んだのです。
　ちなみに、1820 年、これは江戸時代ですが、当時、経済統
計などは存在しないのでコンピューターによるシミュレーション
ですが、日本の世界 GDP に占める比重は 3%。また、サンフラ
ンシスコ平和条約の前年の 1950 年も3%です。
　ここからが大事なのですが、15年後、そして20年後について、
国際機関等が予測を出してきています。それによると、世界
GDP に占める日本の比重は 3% になっているだろうというので
す。日本の「3% 定位置論」というのが、今、国際社会の中で

は暗黙の了解のようになっています。
　2 週間ほど前、国土交通省の審議会で配られた資料の中に、
三菱総研が昨年発表した 2050 年の日本に関するレポートがあ
ります。それによると2050 年の日本の GDP が、世界に占める
比重は、わずか 1.8% と予測しています。一方で現在、世界人
口に占める日本の比重が 1.7% ですから、人口比重 1.7% の国
が 3% の GDP なら、そこそこよくやっているではないかという
見方もあります。
　なぜこの話から始めているかというと、工業生産力モデルの
優等生ということは、ひっくり返して言えば「食料生産では落ち
こぼれ」ということなのです。
　国際分業論に立って、日本は食料自給率を落としてきました。
1965 年、東京オリンピックの翌年、カロリーベース 73% だっ
た自給率を、2018 年には 37% にまで落としています。分かり
やすく言うと、生産性の高い工業生産力で外貨を稼ぎ、食べ物
は海外から買ったほうが効率的だという国をつくってしまったの
です。
　しかし、今後の日本の将来を真剣に考えると、「食と農」の
新しい文脈での「復権」というものに相当真剣に立ち向かわな
いと、日本の再生はないというのが、われわれのシミュレーショ
ンから出てきます。

　もうひとつ、認識を深めておきたい前提があります。それが
異次元の高齢化。日本の埋没という話の大きな根拠のひとつで
す。日本の人口推計ですが、2019 年 11 月 1 日現在、ついに
80 歳以上が 1,100 万人を、100 歳以上が 7 万人を超しました。
65 歳以上にいたっては 3,500 万人を超したところに、今の日
本は立脚しています。2050 年の予測データだと、80 歳以上は
1,600 万人を超し、100 歳以上は 53 万人を超し、65 歳以上に
いたっては 3,800 万人ですから、約 4,000 万人に迫っています。
　日本の人口が 1 億人を超したのが 1966 年でした。前回の
東京オリンピックの 2 年後に 1 億人を超したのです。われわれ
は、この国の人口が 3,000 万人増えるサイクルと併走したので
す。日本の人口は2008年にピークアウトし、早ければ2048年、
遅くとも2053 年には 1 億人を割ると予測されています。
　これは一見「また 1 億人に戻るだけ」と考えがちなのです
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が全然違います。1 億人を超した瞬間の 1966 年、6.6%、つ
まり 660 万人しか、65 歳以上の人はいなかったのです。1 億
人を割る瞬間は 38%、なんと 1 億のうち 4,000 万人近くの高
齢者を抱えた状態なのです。
　のしかかる傘の雪のように、社会的コスト負担と考えて高齢
化社会を議論すると、日本の制度設計はことごとく破綻します。
一言でいうと、日本の再生に向けて、高齢者と女性の社会参画
を成功させなかったら日本の再生はありません。しかも、日本
の高齢化は世界ダントツの先行モデルになっています。
　何としてでも、高齢者を社会的に参画させる方向で、制度設
計を持っていかなくてはいけないというのが、今、私が関わっ
ているジェロントロジー研究協議会のもつ問題意識です。ジェ
ロントロジーというのは英和辞典を引くと「老年学」などと訳
され、老人の学問みたいに思いがちなのですが違います。高
齢化社会に対する考え方のパラダイムを変えなくてはいけない
ということです。

　気をつけていただきたいのは、一般論としての高齢化が問
題なのではないということです。都市郊外型の高齢化が問題だ
ということを確認しておきたいと思います。
　また、食料自給率ですが、2017 年度 ベースの、全国食料
自給率が 38% に対して、東京都の食料自給率はわずか 1%、
神奈川県が 2%、大阪府も東京都同じく 1% です。つまり、大
都市圏に産業と人口を集積させたということです。
　国道 16 号線は、東京をベルトのように取り巻いている国道
ですが、人々を効率的に住まわせなくてはいけないため、その
周辺に団地、ニュータウン、マンション群を造りました。今、
ここが一気に高齢化しています。
　分かりやすく言うと、農村社会における高齢化と、都市郊外
型の高齢化は違うということです。農耕社会を背負った高齢化
は、社会参画のシナリオがとても描きやすい。年齢と共に体力
気力が衰えても、至近距離に一次産業があるということは、参
画するプラットフォームが描きやすいのです。
　ところが日本は、国道 16 号線沿いに「食料自給率ゼロ」と
いう高齢化ゾーンをつくってしまった。あなたは年金をもらって
いるのだから、コンビニで弁当でも買って食べてればいいでは
ないかという人もいるかもしれませんが、人間社会とはそうい
うものでしょうか。これはシリコンバレーで成功を遂げた人た
ちと議論をしていても感じますが、人間は食べずには生きてい
けないというところに本質があるのではないかと思います。
　つまり、どんなに AI が進化しても、代わりに食べてもらうわ
けにはいきませんし、人間が人間である限り、食と農に対する

感受性が文化を創ります。そのことを思いださないといけない。
この国道 16 号線沿いの高齢化社会をどうするのかということ
が、異次元の高齢化社会に向けて、実は本質的な課題を象徴
していると思います。
　食と農と国道 16 号線との関係ということで、私の『ジェロン
トロジー宣言』（NHK 出版新書）という本がありますが、その
中で、横浜の団地の人たちが 30 人ぐらいで力を合わせて、長
野のリンゴ農園を手に入れてリンゴ作りをしているというケース
スタディをご紹介しています。
　「浜っ子中宿農園」という、最近結構有名になってきたプロ
ジェクトです。都市のサラリーマンだった人たちが運営していて、
仕事で経理をやっていた人がプロジェクトの経理担当。商社マ
ンだった人がマーケティング担当。中には、技術を学んだ人が
リンゴジュースやジャムまで作り始めて、大変な面白いプロジェ
クトに進化してきています。
　私は、多摩大学という東京西の多摩ニュータウンを背負った
地域にある大学の学長をやっていますが、3 年間、多摩ニュー
タウンの人たちに、食の関わりというものをもちませんかと呼
びかけています。大学のバスを用意して参加者を募り、田植え
から刈り入れまでやってみませんかというプロジェクトを実施し
ています。
　プロの農業をやっておられる方からすれば、ままごとみたい
なものかもしれませんが、驚くのは参加した人たちの表情の変
化です。その打ちあげ会で聞くのは、「今まで自分は、食べ物
というのは買って食べる係で、人生を送ってきた」と。一方で、
実際に「作る」ことにちょっとでも手を染めたら、人生観が変
わると皆さん仰います。毎日の食に対する向き合い方も変わっ
てくるのだそうです。
　これが生き方を変えるというのですから、ここにひとつのヒ
ントがあると思います。

　私は、東急の長期戦略等にも関わりながら意見を言っていま
すが、「デジタルトランスフォーメーション」が、これからの日
本を考える上でひとつのキーワードに挙げられます。東急は渋
谷の再開発に挑んでいますが、その中で超高層ビルが 11 月に
オープンしました。そのうちの 1 棟、オフィス部分全棟に
Google が入りました。間もなく渋谷は NHK と Google の街に
なります。また、東急は二子玉川の楽天を突き抜けて、南町田
にデジタルトランスフォーメーションを象徴するような、職住近
接のいわゆる新しい田園調布をつくるということです。
　しかし、私が提起しているのは、「食」をどうするかというこ
とです。
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　昨年われわれが得た教訓に「台風 19 号」の災害があります。
多摩川、千曲川、阿武隈川等が氾濫しました。例えば多摩川。
流域の二子玉川は、さきほども楽天が本拠を置くという話をしま
したが、子育てママの聖地と言われるぐらいのモダンな街です。
ここが水没しました。武蔵小杉では 47 階建ての高層マンショ
ンが被害を受けました。地下 3 階が水没したところ、エレベー
タなど様々な機能が失われてしまったのです。さらには、田園
調布の一部が水没したなどという話から、われわれは異次元の
気候変動が起こっていると考えがちです。確かに、そういう部
分もあります。
　しかし、実は農耕放棄地 42 万ヘクタールというものが影響
しています。加えて、山林にしても、かつて多摩川の最上流域
は林業のメッカでした。山林と農地の保水力が治水を支えてい
たのです。食と農に関わると、明らかに水に関する問題意識を
高めます。なぜなら、食と農は水と相関しているから。そうい
う意味では、台風 19 号によって多摩川という東京のど真ん中
を流れている川の地域でさえ、「農地の疲弊」が大きなインパ
クトを与えているということを思い知らされたと言えます。
　あえてこの言葉を使っていますが、食と農に関わるということ
は「全人格的身体性」だと思います。要するに、どんなに AI
が進化しても、人間が人間である理由というのは何なのかとい
うことです。逆転の発想のように聞こえるかもしれませんが、日
本再生の軸として日本が仮に TPP に入ろうが、アメリカとの新
しい貿易協定に踏み込もうが、EU との協定に踏み込んで、よ
り多くの食べ物を海外から買う国に踏み込んでいくように見え
ながら、食料自給率をカロリーベースで 7 割に戻すぐらいの戦
略的知見が問われていると言ってもいいでしょう。
　そんなことが可能なのかと思われるでしょうが、例えば鶏卵
では、カロリーベース食料自給率は 13% と低くなっています。
実は、われわれは重量ベースでは、圧倒的に国産の卵を食べ
ています。しかし、飼料穀物を海外から入れているため、カロ
リーベースでは数値を大きく落とします。あらゆる知恵を出して、
例えば農耕放棄地において株式会社で農業をするとか、さまざ
まな仕組みで穀物を作って、ニワトリに食べさせる仕組みをつ
くり上げたら、理論的には鶏卵の自給率を限りなく重量ベース
に近づけられます。
　この間、スタンフォード大学で、私が「アメリカという国は、
西海岸のシリコンバレーのデジタルトランスフォーメーションを
代表する GAFA に代表されるような企業群と、東海岸のマネー

ゲーマーのウォールストリートによって引っ張っているようなも
のですね」と話をしたら、スタンフォードの方が「寺島さん、
ひとつ忘れていますよ」と言うのです。「アメリカの食料自給率
は 130%です」と。「日本は見よう見まねの IT 革命やマネーゲー
ムに奔走しておられるようだが、食料自給率は 4 割を割ってお
られるそうですね」という話を聞かされて、ドキッとなったもの
です。

　日本再生の基軸としては、IoT、デジタルトランスフォーメー
ションに関わる、あらゆる技術を集中してでも、あるいは工業
生産力モデルで培った技術を集中してでも、「食と農」の基盤
を立て直しておく必要があるのです。
　私の話はここで終えます。どうもありがとうございました。

［  基 調講演  ］
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農林水産業による生物多様性保全への貢献
東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授 橋本　禅 氏
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　私は今年度、農林水産省の「生物多様性戦略の見直しに関
する有識者研究会」の座長をさせていただいておりました。
私の今日の発表は、その研究会からの提言を取りまとめたも
のでございます。資料は文字数が多いですが、これは農林水
産省の公式の資料で、ホームページ等に掲載しております。
内容について詳しくご覧になりたい方は、そちらをご覧いた
だければと思います。
　研究会での検討内容をご説明する前に、一部関連すること
として、生物多様性保全に関する近年の国内外の動向につい
て、簡単に触れておきたいと思います。
　今日、冒頭で末松次官からも説明がありましたが、今年は
生物多様性保全を考えていく上でとても重要な年です。2020
年に、生物多様性条約の第 15 回締約国会議が中国の昆明で開

催されます。ここで何が議論されるかというと、2010 年に国
際合意された「愛知目標」に変わる新しい「ポスト 2020 目標」
というものが議論され、最終合意される見込みです。これが
合意されると、2020 年から 30 年までの、生物多様性保全に
関しての国際的な目標が明確になるわけです。日本を含む加
盟国では、それぞれの国が持っている生物多様性国家戦略を
見直していく必要に迫られています。ですから、今年度農林
水産省で実施された戦略の見直し作業は、こういった国際動
向を踏まえてのことであるということをご理解いただければ
と思います。

出所：登壇者講演資料

　これに関連して、国際的にいくつか重要な動きがあります。
2018 年 3 月に IPBES（生物多様性及び生態系サービスに関す
る政府間科学 - 政策プラットフォーム）という組織が、――こ
れは、生物多様性版の IPCC（国連気候変動に関する政府間パ
ネル）のようなものですが――土地劣化と再生に関するアセ
スメントレポートというのを出しています。「土地劣化と再生」
というと、生物多様性とあまり関係のないように思われるか
もしれませんがそんなことはありません。ここでいう土地劣
化とは、生物多様性や生態系の劣化を含む、土地の全般的な
荒廃のことを指しています。
　こういった土地劣化を引き起こしたり、関連する生物多様性
の損失を引き起こしたりしている原因のひとつとして、レポー
トの中で指摘されたのが貿易の拡大によるサプライチェーンの
長大化です。消費者と生産者の距離が遠くなり過ぎたことで、
われわれ消費者が生産地で何が起きているかということを意識
しづらくなった。あるいは、それに対しての政策的な対応を取
りづらくしているということが指摘されたのです。
　そしてもう一つ、同じ IPBES が昨年 5 月に出した報告書です。

地球規模の生物多様性と生態系サービスに関しての状況を評
価して取りまとめたこの報告書では、今後、数十年間で約
100 万種の動植物の絶滅が危惧されるということが指摘され
ています。それどころか、愛知目標の達成がほぼ不可能であ
ること。このまま生物多様性や、生態系サービスの劣化が続
くと、2015 年に合意された国連の持続可能な開発目標、いわ
ゆる SDGs の達成すら危ぶまれることまで指摘されています。
同じく、国連食料農業機関（FAO）が昨年重要なレポートを
出し、そこでも生物多様性と農業、食料とのつながりの重要
性が指摘されています。
　しかし、その農業や食料生産を支えている生物多様性は、
世界的に劣化傾向が続いており、これが食料安全保障や、
SDGs の実現を妨げることが指摘されています。他方、肯定的
な良い情報もあります。現在、投資家等による企業価値評価
の判断材料として、ESG（環境・社会・ガバナンス）に対して
の関心が高まっています。それを受けて経営における環境保
全の取り組みが大きく注目され、かつ環境保全に向けた企業
経営というものが進みつつあります。

　とはいえ、生物多様性分野は、その中では多少遅れている
ということも指摘されています。このような情勢の中、今回、
農林水産省の生物多様性戦略の見直しが着手されたのです。
　ここからは、有識者研究会で出てきたいくつかの論点から、
次の「生物多様性戦略」改訂作業の際に盛り込まれるべきこと
について簡単にご紹介していきたいと思います。
　まずは、農林水産業や農山漁村が、生物多様性を育んできた
ということです。先ほど申し上げておりますように、生物多様性
は農業生産の基盤になるものです。食料、あるいはその他の生
産物を供給する基礎になるだけではなく、先ほど寺島先生のご
発表の中であった洪水防止、あるいは水質の浄化、あるいはそ
れぞれの地域の伝統文化、美しい景色、こういったさまざまな
自然の恵みを国民に供給しているわけです。
　これらは適切な農林水産業と共に育まれてきましたし、単なる
産業だけではなく、農山漁村に暮らしている方々の役割というの
もとても重要になっています。生物多様性は、食料生産以外にも、
近年は生態系サービスを活用した防災減災、あるいはグリーン
インフラという形で広く社会的にも注目を集めているところです。

　しかしながら、農林水産業は、必ずしも正の影響だけを環境
に及ぼしているわけではありません。生産様式の取られ方によっ
ては、環境に対して悪影響も及ぼしうることは皆さんよくご存じ
と思います。
　以前から、負の影響については従来の農林水産省戦略の中に
も盛り込まれておりますが、特に今回の改訂作業で注意すべき
ところとして、近年問題になっているようなプラスチックによる海
洋汚染の原因になるようなものについての意見が委員の中から
多数出ました。
　あるいは、食品ロスの問題。あるいは冒頭で述べたような貿
易を通じた生物多様性へのマイナス影響ということも踏まえて、
われわれの生産、消費のあり方について見直すきっかけを、こ
の戦略が担っていく必要があるのです。実際に、貿易がどの程度、
生物多様性に対してマイナスの影響を与えているのかということ
についてひとつ資料を入れておきました。



　私は今年度、農林水産省の「生物多様性戦略の見直しに関
する有識者研究会」の座長をさせていただいておりました。
私の今日の発表は、その研究会からの提言を取りまとめたも
のでございます。資料は文字数が多いですが、これは農林水
産省の公式の資料で、ホームページ等に掲載しております。
内容について詳しくご覧になりたい方は、そちらをご覧いた
だければと思います。
　研究会での検討内容をご説明する前に、一部関連すること
として、生物多様性保全に関する近年の国内外の動向につい
て、簡単に触れておきたいと思います。
　今日、冒頭で末松次官からも説明がありましたが、今年は
生物多様性保全を考えていく上でとても重要な年です。2020
年に、生物多様性条約の第 15 回締約国会議が中国の昆明で開

催されます。ここで何が議論されるかというと、2010 年に国
際合意された「愛知目標」に変わる新しい「ポスト 2020 目標」
というものが議論され、最終合意される見込みです。これが
合意されると、2020 年から 30 年までの、生物多様性保全に
関しての国際的な目標が明確になるわけです。日本を含む加
盟国では、それぞれの国が持っている生物多様性国家戦略を
見直していく必要に迫られています。ですから、今年度農林
水産省で実施された戦略の見直し作業は、こういった国際動
向を踏まえてのことであるということをご理解いただければ
と思います。
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　これに関連して、国際的にいくつか重要な動きがあります。
2018 年 3 月に IPBES（生物多様性及び生態系サービスに関す
る政府間科学 - 政策プラットフォーム）という組織が、――こ
れは、生物多様性版の IPCC（国連気候変動に関する政府間パ
ネル）のようなものですが――土地劣化と再生に関するアセ
スメントレポートというのを出しています。「土地劣化と再生」
というと、生物多様性とあまり関係のないように思われるか
もしれませんがそんなことはありません。ここでいう土地劣
化とは、生物多様性や生態系の劣化を含む、土地の全般的な
荒廃のことを指しています。
　こういった土地劣化を引き起こしたり、関連する生物多様性
の損失を引き起こしたりしている原因のひとつとして、レポー
トの中で指摘されたのが貿易の拡大によるサプライチェーンの
長大化です。消費者と生産者の距離が遠くなり過ぎたことで、
われわれ消費者が生産地で何が起きているかということを意識
しづらくなった。あるいは、それに対しての政策的な対応を取
りづらくしているということが指摘されたのです。
　そしてもう一つ、同じ IPBES が昨年 5 月に出した報告書です。

地球規模の生物多様性と生態系サービスに関しての状況を評
価して取りまとめたこの報告書では、今後、数十年間で約
100 万種の動植物の絶滅が危惧されるということが指摘され
ています。それどころか、愛知目標の達成がほぼ不可能であ
ること。このまま生物多様性や、生態系サービスの劣化が続
くと、2015 年に合意された国連の持続可能な開発目標、いわ
ゆる SDGs の達成すら危ぶまれることまで指摘されています。
同じく、国連食料農業機関（FAO）が昨年重要なレポートを
出し、そこでも生物多様性と農業、食料とのつながりの重要
性が指摘されています。
　しかし、その農業や食料生産を支えている生物多様性は、
世界的に劣化傾向が続いており、これが食料安全保障や、
SDGs の実現を妨げることが指摘されています。他方、肯定的
な良い情報もあります。現在、投資家等による企業価値評価
の判断材料として、ESG（環境・社会・ガバナンス）に対して
の関心が高まっています。それを受けて経営における環境保
全の取り組みが大きく注目され、かつ環境保全に向けた企業
経営というものが進みつつあります。

　とはいえ、生物多様性分野は、その中では多少遅れている
ということも指摘されています。このような情勢の中、今回、
農林水産省の生物多様性戦略の見直しが着手されたのです。
　ここからは、有識者研究会で出てきたいくつかの論点から、
次の「生物多様性戦略」改訂作業の際に盛り込まれるべきこと
について簡単にご紹介していきたいと思います。
　まずは、農林水産業や農山漁村が、生物多様性を育んできた
ということです。先ほど申し上げておりますように、生物多様性
は農業生産の基盤になるものです。食料、あるいはその他の生
産物を供給する基礎になるだけではなく、先ほど寺島先生のご
発表の中であった洪水防止、あるいは水質の浄化、あるいはそ
れぞれの地域の伝統文化、美しい景色、こういったさまざまな
自然の恵みを国民に供給しているわけです。
　これらは適切な農林水産業と共に育まれてきましたし、単なる
産業だけではなく、農山漁村に暮らしている方々の役割というの
もとても重要になっています。生物多様性は、食料生産以外にも、
近年は生態系サービスを活用した防災減災、あるいはグリーン
インフラという形で広く社会的にも注目を集めているところです。

　しかしながら、農林水産業は、必ずしも正の影響だけを環境
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　このスライドに示しているのは、2000 年当時の貿易データに
基づき、実際に絶滅危惧種に対して、どの程度のマイナスの影
響が及んでいるかを分析し取りまとめたものです。
　青色で示されている国（●）は、海外からの輸入によって、
他国の生物多様性の損失に大きな影響を与えている国トップ 10
です。オレンジ色の国（◯）は、逆に輸出によって自国の生物
多様性の損失を大きく加速させているワースト10 でございます。
見て分かるとおり、1位がアメリカで、2位が日本になっています。
どの時点の貿易データを使うか等によって計算結果は細かく変
わってくるものと認識しているのですが、こういった情報が既に
多々あり、研究も国際的に多く行われているなど、「貿易のあり
方を見直さないといけない」ということが研究者の間では指摘
されています。
　先ほどの寺島先生のご発表と関連する点ですが、今の貿易に
ついての議論は SDGs の「つかう責任」「つくる責任」の問題に
直結してきます。
　このグラフ（P12 下図）が示しているのは、1965 年（昭和 40 年）
のわれわれ 1 人当たりの総供給カロリーです。国民 1 人当たり
の供給カロリーの構成比を品目別に示しています。右側は平成

出所：登壇者講演資料
出所：登壇者講演資料

30 年、2018 年の値です。
　バーの高さが少し短くなっているのは供給カロリーが若干減っ
ているからですが、私が注目したいのは、まず構成比の変化です。
米を食べなくなっていて大体半減しています。他方で、油脂類
や畜産物が大きく増えてきています。畜産物が輸入飼料によって
生産された部分が、このオレンジ色「輸入飼料部分（自給とし
てカウントせず）」の部分になります。このように食の欧米化が
進んでいるのです。
　加えて注目していただきたいのは、このグラフの右方向のバー
が示している部分についてです。白い領域は、海外からの輸入
によって実現されている部分。このグラフが通常使われるのは、
食料安全保障等の議論です。食料自給率が下がってきているか
ら、国産農産物、その他食料の生産を上げないといけないとい
う文脈でのことが多いのですが、生物多様性の観点で考えてみ
ると、現在、われわれの食生活の 63%、供給熱量ベースで見て
6 割以上の食生活は、海外の生産に対して何らかの責任を負っ
ているということを示唆しているのです。それが前のスライドに
おける、国際貿易で他国にどういう影響を及ぼしているかという
ところとつながってきます。

　他方、研究会では、適切な消費選択を促すものとして、持続
可能性認証、あるいは環境認証のようなものを積極的に活用し
ていくべきだという議論もあります。そういった環境認証が、わ
が国の国産農林水産物、あるいは食品の輸出促進の際に、海外
の国で要求されている水準を十分満たせていないケースが出て
きていて、食品輸出上の課題にもなっているというご意見もござ
いました。
　生産者もそうですが、製造、加工、流通に関わる人、さらに
一般の消費者も、こういったサプライチェーン全体における生物
多様性への影響をよく理解した上で消費選択をしていく必要があ
ります。そのために、適切な消費の選択、あるいは消費のあり
方の変化を見いだせるような、適切な情報の発信、あるいは啓
発普及が必要であるということで、農林水産省でも今年度、「持
続可能な生産消費形態のあり方の検討会」が行われています。
　これ（右上図）は、今のお話をイラストにしたものです。農
業の例ですが、農業者が農地に働きかけて生産物を得ている。
収穫された農産物等は、さまざまな過程を経て消費者に届き、
その対価としてお金が支払われるという形です。

　われわれは、地産地消を進めよう、あるいは旬産旬消を進め
ようと言っていますが、今起きている問題は、この流通のプロセ
ス、サプライチェーン全体が国内に閉じず、遠い国にまで及ん
でいて、さまざまな主体が間に関わってくること。そうなると、
例えば国が農業者に対して環境支払いを行って、より適切な農
法等の選択を迫る、あるいはインセンティブを与えるということ
も容易ではなくなってきます。
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に炭素固定のために植林をすることによる生物多様性の損失、
あるいはバイオエネルギーの生産を行うプランテーションによる
生物多様性の損失が国際的に問題視されています。いずれの緩
和策、適応策にも何らか生物多様性への影響は考慮されますの
で、こうしたトレードオフの問題についてはっきりと認識をしな
いといけない。研究会では、そういったことを戦略の中に位置
付けていく必要があるという意見が出ておりました。
　具体的には、その生物多様性保全に寄与する気候変動緩和策
というものも、いくつか例として出ています。例えば、有機農業
による炭素貯留の促進。あるいは適切な間伐や再造林、あるい
は海域による藻場の形成等による CO2 の固定は、生産性の向上
とシナジーを持ちうるものとして挙げられています。以上が研究
会で出た重要な改訂のポイントです。
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　しかしながら、SDGs が出てきたのは 2015 年で、今ある農林
水産省の戦略が策定されたのは 2012 年なので、戦略は SDGs
を考慮したものにはなっていないのです。そこで今回、農林水
産省で見直し作業をする際には、今の戦略それぞれの取り組み
項目は、SDGs の取り組み目標とどういうふうに関係しているの
かをまず整理しました。
　その結果、取り組みによって引き起こされる潜在的なトレード
オフの問題。つまり、このゴールは達成できるが、このゴールに
対してはマイナスの影響が起こりうるということも実際にはありま
す。マイナスを最小化しつつ、各ゴールの貢献のシナジーを上
げていくことが期待されています。
　続いてのスライドは、あくまでも暫定的な整理ですが、現在
の農林水産省の戦略における項目、あるいは今回われわれの研
究会で新しく出した論点と、それぞれの SDGs との関係を示した
ものです。これらを実際に戦略の改定を行う中に、うまく盛り込
んでいく必要があるわけです。

　忘れてはならないのが気候変動と生物多様性の関係です。
世間では環境問題というと、主として気候変動に強い関心が集
まっています。企業のほうでも環境経営というと、まずは気候変
動に行きがちなのですが、生物多様性との関係も忘れてはいけ
ません。気候変動そのものが、生息適地の変動等によって、生
物多様性の損失を直接的に引き起こします。さらに、他の問題
として着目されているのが、気候変動が他の土地利用変化や、
漁獲、あるいはその他の森林伐採等の行動と合わせて、生物多
様性の損失にマイナス影響を与えるということです。もちろん、
気候変動は農林水産業の生産性に対しても影響を与えますが、
生物多様性にも大きな関連があるということです。
　次に触れるのは、気候変動の適応策や緩和策と、生物多様性
の保全との相乗効果や、シナジー、あるいはトレードオフの問
題です。日本ではあまり想定されづらいのですが、例えば森林

　あるいはラベリングの問題もあります。われわれ消費者が適
切にラベリングというものを理解して、消費選択に活かせるのか
も問題としてあります。
　サプライチェーンが複雑になったことで、これらの問題がさら
に複雑化し、国や地方自治体、企業ができることの断片化がど
んどん進んできています。
　農林水産省も何もやってこなかったわけでもなく、さまざまな
生物多様性と消費との関連性について普及を図るような取組が、
これまでも、そして現在も多数行われています。今後、既存の
取り組みとうまく連携を図りながら、国民等に対しての普及を図っ
ていく必要があるということが研究会で議論されました。
　もう一つ重要な観点が SDGs です。これは、国連で合意され
ている先進国も後進国も目標を実現することが期待されている
17 の目標で、生物多様性の保全から完全に独立したものではあ
りません。SDGs の中には「陸や海の生物多様性の保全」をは
じめ、気候変動、あるいは働き方、都市での暮らし方、生産や
消費のあり方、貧困、ジェンダー、水など、さまざまな目標が位
置付けられています。
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　具体的には、その生物多様性保全に寄与する気候変動緩和策
というものも、いくつか例として出ています。例えば、有機農業
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会で出た重要な改訂のポイントです。

　さて、実はさらに重要なポイントがあります。実施体制の強化
に関するものです。皆さんあまりご存じではないかもしれません
が、この「農林水産省生物多様性戦略」は法的な根拠を持つも
のではありません。「生物多様性国家戦略」は、法的な根拠を
持ち、且つ閣議決定されることで、国の計画としての位置付け
がはっきりとしたものが作られるのですが、「農林水産省生物多
様性戦略」にはそういったものがありません。だからこそ、どの
ように実効性を高めていくのか、そのための実施体制を確保、
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強化していくことが重要だという意見が出ました。省内で関係す
る局や課と協調するだけではなく、地方農政局や森林管理局、
関連する研究機関や関係省庁、民間企業、地方自治体、NPOと
役割を適切に分担しながら調整を図っていく。そういったことも
しっかりと戦略の中に盛り込むべきという議論が出て、今回の提
言の取りまとめになりました。
　私からの発表はこれで終わりたいと思います。どうもありがと
うございました。
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が、この「農林水産省生物多様性戦略」は法的な根拠を持つも
のではありません。「生物多様性国家戦略」は、法的な根拠を
持ち、且つ閣議決定されることで、国の計画としての位置付け
がはっきりとしたものが作られるのですが、「農林水産省生物多
様性戦略」にはそういったものがありません。だからこそ、どの
ように実効性を高めていくのか、そのための実施体制を確保、

　しかしながら、SDGs が出てきたのは 2015 年で、今ある農林
水産省の戦略が策定されたのは 2012 年なので、戦略は SDGs
を考慮したものにはなっていないのです。そこで今回、農林水
産省で見直し作業をする際には、今の戦略それぞれの取り組み
項目は、SDGs の取り組み目標とどういうふうに関係しているの
かをまず整理しました。
　その結果、取り組みによって引き起こされる潜在的なトレード
オフの問題。つまり、このゴールは達成できるが、このゴールに
対してはマイナスの影響が起こりうるということも実際にはありま
す。マイナスを最小化しつつ、各ゴールの貢献のシナジーを上
げていくことが期待されています。
　続いてのスライドは、あくまでも暫定的な整理ですが、現在
の農林水産省の戦略における項目、あるいは今回われわれの研
究会で新しく出した論点と、それぞれの SDGs との関係を示した
ものです。これらを実際に戦略の改定を行う中に、うまく盛り込
んでいく必要があるわけです。

　忘れてはならないのが気候変動と生物多様性の関係です。
世間では環境問題というと、主として気候変動に強い関心が集
まっています。企業のほうでも環境経営というと、まずは気候変
動に行きがちなのですが、生物多様性との関係も忘れてはいけ
ません。気候変動そのものが、生息適地の変動等によって、生
物多様性の損失を直接的に引き起こします。さらに、他の問題
として着目されているのが、気候変動が他の土地利用変化や、
漁獲、あるいはその他の森林伐採等の行動と合わせて、生物多
様性の損失にマイナス影響を与えるということです。もちろん、
気候変動は農林水産業の生産性に対しても影響を与えますが、
生物多様性にも大きな関連があるということです。
　次に触れるのは、気候変動の適応策や緩和策と、生物多様性
の保全との相乗効果や、シナジー、あるいはトレードオフの問
題です。日本ではあまり想定されづらいのですが、例えば森林

　あるいはラベリングの問題もあります。われわれ消費者が適
切にラベリングというものを理解して、消費選択に活かせるのか
も問題としてあります。
　サプライチェーンが複雑になったことで、これらの問題がさら
に複雑化し、国や地方自治体、企業ができることの断片化がど
んどん進んできています。
　農林水産省も何もやってこなかったわけでもなく、さまざまな
生物多様性と消費との関連性について普及を図るような取組が、
これまでも、そして現在も多数行われています。今後、既存の
取り組みとうまく連携を図りながら、国民等に対しての普及を図っ
ていく必要があるということが研究会で議論されました。
　もう一つ重要な観点が SDGs です。これは、国連で合意され
ている先進国も後進国も目標を実現することが期待されている
17 の目標で、生物多様性の保全から完全に独立したものではあ
りません。SDGs の中には「陸や海の生物多様性の保全」をは
じめ、気候変動、あるいは働き方、都市での暮らし方、生産や
消費のあり方、貧困、ジェンダー、水など、さまざまな目標が位
置付けられています。

強化していくことが重要だという意見が出ました。省内で関係す
る局や課と協調するだけではなく、地方農政局や森林管理局、
関連する研究機関や関係省庁、民間企業、地方自治体、NPOと
役割を適切に分担しながら調整を図っていく。そういったことも
しっかりと戦略の中に盛り込むべきという議論が出て、今回の提
言の取りまとめになりました。
　私からの発表はこれで終わりたいと思います。どうもありがと
うございました。
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